
情
報
通
信
技
術
が
飛
躍
的
に

進
展
す
る
中
、
大
量
の
情
報
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
を
活
用
し

て
多
方
面
で
利
用
さ
れ
て
お
り
、

と
き
に
は
個
人
情
報
の
流
出
と

い
っ
た
社
会
問
題
が
起
き
て
い

ま
す
。

町
で
は
、
戸
籍
や
税
金
、
選

挙
事
務
を
は
じ
め
、
町
民
皆
さ

ん
1
人
ひ
と
り
に
関
す
る
個
人

情
報
を
基
に
さ
ま
ざ
ま
な
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
日
の

情
報
化
社
会
に
あ
っ
て
、
個
人

情
報
を
よ
り
適
正
に
取
り
扱
う

た
め
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

「
個
人
情
報
保
護
制
度
」は
、

町
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適

正
な
取
り
扱
い
を
定
め
る
と
と

も
に
、
町
民
皆
さ
ん
が
町
に
対

し
て
情
報
の
開
示
や
訂
正
、
削

除
を
求
め
る
権
利
を
保
障
す
る

制
度
で
、
町
は
そ
の
責
任
に
お

い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
図

り
、
公
正
で
信
頼
さ
れ
る
町
政

を
め
ざ
し
ま
す
。

「
個
人
情
報
」と
は
・・・

個
人
に
関
す
る
情
報
で
、
特

定
の
個
人
が
識
別
で
き
、
ま
た

は
識
別
さ
れ
得
る
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
氏
名
、
住
所
、

生
年
月
日
、
学
歴
、
職
業
、
所

得
、
資
産
、
心
身
の
状
況
な
ど
、

特
定
の
個
人
に
関
す
る
す
べ
て

の
情
報
を
い
い
ま
す
。

「
実
施
機
関
」と
は
・・・

こ
の
制
度
を
実
施
す
る
機
関

は
、
町
長
、
教
育
委
員
会
、
選

挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、

農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
と
議
会
で
す
。

制
度
の
概
要

自
己
情
報
の
開
示
請
求
・　

訂
正
請
求
・
削
除
請
求

�
自
己
情
報
の
開
示
請
求

�
本
人
で
あ
れ
ば
、
町
の
公
文

書
な
ど
に
自
分
自
身
に
つ
い

て
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情

報
（
自
己
情
報
）
の
開
示
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
具
体
的
な
個
人

情
報
を
特
定
し
て
請
求
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
確
認
の
た
め
の

書
類
が
必
要
で
す
。
開
示
請

求
書
が
提
出
さ
れ
ま
す
と
、

実
施
機
関
は
原
則
と
し
て　
14

日
以
内
に
開
示
す
る
か
ど
う

か
を
決
定
し
、
通
知
書
で
結

果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

開
示
（
閲
覧
ま
た
は
写
し

の
交
付
）
を
受
け
る
場
合
も

本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
閲
覧
は

無
料
で
す
が
、
写
し
の
交
付

を
求
め
る
場
合
は
実
費
分
を

負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
開
示
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
情
報
も
あ
り
ま
す
。

�
自
己
情
報
の
訂
正
請
求

�
町
が
保
有
す
る
自
己
情
報
に

誤
り
が
あ
る
場
合
、
そ
の
訂
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運転免許証やパスポートなど、
本人を確認できる書類を持参

開示は14日以内に通知
訂正と削除は30日以内
に通知

開示請求

訂正請求

削除請求

通
知

町

�
請求窓口
実施機関

（事務担当課）

相談窓口

（行政調整室）

来
庁

請求者

正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
場
合
も
本
人
確

認
の
た
め
の
書
類
が
必
要
で

す
。
請
求
書
が
提
出
さ
れ
ま

す
と
、
実
施
機
関
は
原
則
と

し
て　

日
以
内
に
訂
正
す
る

30

か
ど
う
か
を
決
定
し
、
通
知

書
で
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

�
自
己
情
報
の
削
除
請
求

�
町
が
保
有
す
る
自
己
情
報
が

違
法
に
収
集
さ
れ
た
と
認
め

る
場
合
は
、
そ
の
情
報
の
削

除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
請
求
書
が
提
出
さ
れ

ま
す
と
、
実
施
機
関
は
原
則

と
し
て　

日
以
内
に
削
除
す

30

る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
通

知
書
で
結
果
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

町
に
お
け
る
個
人
情
報
の

適
正
な
取
扱
い

�
収
集
の
制
限

�
個
人
情
報
を
収
集
す
る
と
き

は
、
取
り
扱
う
事
務
の
目
的

を
は
っ
き
り
さ
せ
、
必
要
な

範
囲
内
で
収
集
し
ま
す
。

�
適
法
か
つ
公
正
な
手
段
で
収

集
し
ま
す
。

�
原
則
と
し
て
本
人
か
ら
収
集

し
ま
す
。

�
思
想
、
信
条
、
宗
教
な
ど
に

関
す
る
個
人
情
報
は
、
原
則

と
し
て
収
集
し
ま
せ
ん
。

�
利
用
・
提
供
の
制
限

�
原
則
と
し
て
収
集
し
た
目
的

以
外
に
利
用
し
た
り
、
提
供

し
た
り
し
ま
せ
ん
。

�
適
切
な
管
理

�
個
人
情
報
は
、
正
確
性
、
最

新
性
を
確
保
し
ま
す
。

�
漏
え
い
や
改
ざ
ん
な
ど
の
事

故
を
防
止
し
ま
す
。

�
必
要
が
な
く
な
っ
た
個
人
情

報
は
、
確
実
か
つ
速
や
か
に

廃
棄
（
消
去
）
し
ま
す
。

窓

口

こ
の
制
度
は
、
行
政
調
整
室

が
相
談
窓
口
と
な
り
、
制
度
の

内
容
や
請
求
手
続
き
な
ど
の
相

談
に
お
応
え
し
、
実
施
機
関
で

あ
る
各
課
が
請
求
窓
口
と
な
っ

て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
相
談
や
開

示
請
求
、
訂
正
請
求
な
ど
を
受

け
付
け
ま
す
。

審
査
会

こ
の
制
度
を
適
正
に
運
営
し

て
い
く
た
め
に
、
第
三
者
機
関

と
し
て
「
個
人
情
報
保
護
審
査

会
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

開
示
請
求
や
訂
正
請
求
な
ど

に
対
す
る
実
施
機
関
の
決
定
に

つ
い
て
、
不
服
申
立
て
が
あ
っ

た
場
合
、
実
施
機
関
は
こ
の
審

査
会
に
諮
問
し
て
公
平
な
立
場

か
ら
審
査
が
さ
れ
、
そ
の
答
申

を
尊
重
し
て
再
度
決
定
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
審
査
会
は
実
施

機
関
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い

を
審
査
し
、
制
度
の
推
進
に
関

し
て
実
施
機
関
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

広報みなみふらの№5849

本人を確認できる書類
を持参

不服申立て

不服申立てに対する決定

諮 問

答 申

来
庁

来
庁

請求者
個人情報
保護審査会
不服申立ての
審　査

町

実施機関
（事務担当課）

個人情報の開示
（閲覧・写しの交付）


